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第１部 午後 1時 00分～2時 25 分（85分） 

「東京都外国人新型コロナ生活相談センター

（TOCOS）の役割と現場からの声」 

 

はじめに 

 

NPO法人国際活動市民中心コーディネーター 

新居みどり 

 

新居：皆さん、こんにちは。きょうは緊急開催活動

報告会「新型コロナウイルスの影響下の東京でい

ま私たちが取り組んでいること」にご参加いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

こちら東京は、きょうは雨です。今回この報告

会に約 350 人の方々がご参加いただいています。

私どもの顔は見えると思いますが、皆さまのお顔

やお声が聞こえないのは少し残念ですが、メンバ

ーで一生懸命オンライン報告会を開催したいと思

います。皆さんからのご意見は、機能としてチャ

ットと、もう一つ質問ということで対応していく

ことができますので、そこに書いてください。 

今回は全国の国際交流協会の皆さんも 300 人ぐ

らいの方が参加いただいております。この機会に、

これからコロナの新型ウイルスが長期化する中で、

全国的なネットワーク、つながりができたらと強

く思っております。たくさんの時間があればいい

のですが、限られた時間でかなり凝縮してお話を

していくので、早口になったりするかもしれない

し、あとは少し分かりにくいことがあるかもしれ

ません。そういったことは、後日またゆっくりと

CINGA にお電話いただいたらご説明もしますし、

場合によっては ZOOM で意見交換会なども個別

にできると思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

それでは第 1 部を開催したいと思います。 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東京都 生活文化局 都民生活部 地域活動推進課

課長代理（活動支援国際担当）  村田 陽次 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

村田：それでは最初に私から、TOCOS（トコス）

の開設の経緯と、東京都が設置した趣旨について

お話をさせていただきます。皆さんの画面に資料

が出ていると思います。事前にメールでも届いて

いると思いますので、そちらの方をご覧になりな

がら、お話を聞いていただければと思います。 

まず TOCOS の概要です。名称ですが、東京都

外国人新型コロナ生活相談センター、略称

TOCOS ということで、英語での名称は資料のと

おりになっております。受付時間は平日の 10 時か

ら午後の 5 時までです。基本的には平日のみの開

設ですが、ゴールデンウィークの 5 連休につきま

しては、間がかなり空いてしまい、それでは不安

が大きくなるだろうということで、3 日間のみ祝

日も特別に開設いたしました。電話番号はこちら

に書いてあるとおりです。外国人の方々にかけて

いただきやすいようにフリーダイヤルにしており

ます。対応言語は日本語をはじめ、英語・中国語・

韓国語・ベトナム語、その他合わせて全 14 言語と

なっております。TOCOS の機能ですが、こちら

の図にあるとおり、外国人、あるいは外国にルー

ツのある方に電話をかけていただきまして、最初
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はやさしい日本語で希望言語の聞き取りをいたし

ます。希望言語を聞き取り、当該言語の相談員が 

対応した上で、内容に応じてそれぞれ保健所や

労働相談情報センター、入管、区市町村といった

専門の窓口に引き継ぎます。また、ここが今回の

特徴なのですが、資料に書いてあるとおり、引き

継ぎ先が言語対応をできない場合、三者間通訳に

よって言語面でサポートする仕組みで運営してお

ります。これを東京都として、今年度 4 月 17 日

（金）から新たに設置いたしました。 

 

開設に至る経緯ですが、まずは課題の認識とい

うことで、少し新型コロナ感染症の拡大を振り返

ります。最初にメディア等で話題になったのが 1

月中旬、中国の武漢が封鎖されて、それに伴って

国内でも紙マスク等が品薄になりました。2 月上

旬には、クルーズ船のダイヤモンド・プリンセス

号が横浜に寄港しまして、船内で大量に感染者が

出たということで大きく取り上げられました。3月

に入りまして、WHO のパンデミック宣言があり、

政府の専門家会議がいわゆる 3 密回避の呼びかけ

を行いました。この頃から、一番早かったのが多

分 J リーグだったと思うのですが、選抜の高校野

球など例年行われている大きなイベント、それか

らコンサートなどが次々に中止になり、社会的に

大きな影響が出始めました。3 月下旬になります

と、3 連休があって、その後に感染者が急増し始め

ました。それとアジアだけではなくて、ヨーロッ

パだったりアメリカだったりと各国でも感染者が

急増し始め、移動制限が行われました。また、社会

的にかなり大きかったのが、タレントの志村けん

さんがこの新型コロナウイルスの肺炎でお亡くな

りになったことです。これらを受けて、東京都と

しても外出自粛を要請するとともに、オリンピッ

ク・パラリンピックを延期するなどの決定を行い、

4 月上旬には緊急事態宣言が発令されて外出や営

業の自粛要請が強化され、感染者数もかなり増え

て、影響が非常に大きくなったという流れだった

と思います。 

こうした状況に対して、我々東京都の生活文化

局としては、元々1 月 2 月に病気が問題になり始

めた頃から、たとえばやさしい日本語によって新

型コロナウイルスについて説明をしたり、あるい

は「皆さん手洗いうがいを行いましょう」みたい

な呼びかけをしたりというような情報提供は行っ

ていたのですが、先ほどのように 3 月に入って、

だんだん社会的な影響が大きくなってきたという

中で、3 月の下旬に、都内の日頃からお付き合いの

ある外国人支援団体ですとか、関係者の皆さんを

対象にメールによる調査を行いました。その中で

都内の在住外国人の方々の、感染や社会の不安定

化に起因するさまざまな不安や課題が明らかにな

りました。そして、その中で多く寄せられていた

のが、生活各分野について「そもそもどこに話せ

ばいいんだろうか」「我々はどうしたらいいのだろ

うか」という声でした。内容的にも、資料の方には

抜粋という形で書きましたけれども、雇用就労分

野、子どもの学習、在留資格、差別・偏見、それか

らもちろん新型コロナ感染症そのものということ

で、ここに記載したのは一部ですけれども、様々

な声が寄せられました。 
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こういったことに対して、都は、最初に感染症

が問題になり始めた頃から段階的に行政としての

対策を打ち出しておりまして、先ほどお話したよ

うにどんどん社会的に影響が大きくなっている中

で、3 月末時点には第４次の緊急対策というのを

検討しておりました。新型コロナ感染症そのもの

については、東京都の中では福祉保健局という部

局が所管になるので、そこが日英中韓 4 言語対応

のコールセンターを設置していたのですが、こち

らについては情報提供が中心になっており、この

4 言語以外の少数言語にも未対応の状況でした。

我々都民生活部も、生活に関する諸課題に対応す

るために都庁内の色んな部署との調整を検討した

のですが、そもそも既存の行政の体制では具体的

な案件、先ほどの聞き取り調査に出てきたような

個別の困り事を吸い上げて解決のためにつなぐ仕

組みができていないという問題がありました。そ

こで我々としては、少数言語も含めた相談対応と

適切な関係機関へつなぐ仕組みが必要という認識

に至りました。 

一方、都内では元々外国人に対する様々な支援

事業が行われているのですが、そのうち相談の状

況というのを 3 月下旬の段階で調べてみたところ、

まず都庁内にも一般的な広聴の窓口として都民の

声課というのがありまして、その中で多言語相談

を行ってはいたのですが、コロナの感染が広がっ

て対面相談が停止されておりました。それから、

外国人相談に限らず、電話相談の相談件数が非常

に増えまして、体制がひっ迫している状況でした。

また、都内の様々な自治体や NPO の相談窓口も

ありますが、これもまた感染拡大に伴いまして対

面相談は困難になっておりまして、東京都自身も

そうなのですが、そもそも自治体などは人との接

触を減らすために出勤日を減らす動きがありまし

たので、活動に制約が出ておりました。それと、

我々東京都の関連団体であります東京都国際交流

委員会については、実は昨年度まで相談事業を行

っておらず、今年度から新たに都内の相談の仕組

みを作る事業に取り組む予定だったのですが、3月

末の段階ではまだそのチームが発足していない状

況でした。こうしたことから、3 月下旬の時点で都

内全体において、外国人相談に関する対応力が低

下しているという状況がありました。 

こうした中で、じゃあどうしましょうというこ

とで検討しまして、東京都として相談事業の必要

性は認識したのですが、すでに都民の声課は相談

件数増で体制がひっ迫しており、同課を除くと外

国人相談事業に関するノウハウを有しておらず、

体制拡充を急に行うのは困難でありました。では

どこか団体と連携して、そういった連携の中で対

応する体制を作れないかと模索することになり、

そこで声を掛けさせていただいたのが、きょうの

報告会の主催者でもあります CINGA でした。か

ねてから我々と連携していたというのもあるので

すが、相談に関して幅広い事業経験を有してらっ

しゃるということで CINGA さんに問い合わせた

ところ、人材や体制について短期間である程度確

保の見込みがあるという回答があったものですか

ら、それでしたらぜひ一緒にコロナの状況につい

て対応する事業ができないかということで、お声

掛けさせていただきました。また、先ほどちらっ

とお話しましたが、東京都国際交流委員会におい

ても、今年度に新たに相談体制を作る予定でした

ので、4 月になれば相談のスタッフを採用すると

いうことが決まっておりました。そういった状況

を踏まえまして、CINGA および東京都国際交流委
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員会との連携によりまして、外国にルーツのある

人々の生活課題全般を対象とする相談事業を始め

ることにしました。東京都が福祉保健局で設置し

ていたのは病気に関するコールセンターでしたの

で、我々生活文化局としては、生活課題全般を対

象として必要に応じて関係機関につなぐスキーム

を策定する方向で動きました。3 月末から 4 月上

旬に、病気そのものの対策の所管である福祉保健

局などの都庁内や CINGA、東京都国際交流委員会

との調整を行いまして、都の新型コロナ感染症の

緊急対策として、9 月末までの相談事業の実施を

決定いたしました。 

事業実施を決定してから開始までについては、

当初は 4 月 20 日（月）の開設を目指していました

が、その間に感染者が増えて、4 月 6 日に国の緊

急事態宣言が出るなど事態が急速に悪化して社会

不安も広がるという状況を踏まえ、1 日でも早く

開設できないかということで、準備を加速いたし

ました。それで人材の確保、システム等の契約手

続き、所管との情報収集や調整、相談員への研修

を短期間で実施し、研修もこういう状況ですので

遠隔で行い、チラシ作成なども突貫工事的に行い

まして、4 月 17 日の開設にこぎつけたという状況

です。役所ですので、やっぱり予算上のさまざま

な都合があったりもします。実際のところ、補正

予算を組まないとお金が足りないのですが、その

補正予算というのが 4 月の下旬にならないと付か

ないという状況で、なんとか 1 日でも早くできな

いかということで事業を 2 期に分け、まずは 5 月

6 日までとしました。5 月 6 日というのは、緊急事

態宣言の当初の期限です。そこまでが試行実施、

それ以降を本格実施と位置付けて 4 月 17 日に始

めたという形になりました。また、始めてからも

試行期間中は、当初平日の昼間のみの対応として

いたのですが、やはり保健所とか病院へのつなぎ

の必要性から、時間外に対応することも出てきま

す。たとえば、実際にあったのですが、4 月 17 日

の金曜日の夕方に保健所、それから病院へつなぐ

必要のある症状の出ている方からの相談がありま

した。保健所とか病院に行くのはいつになるかと

言うと、病院への検査が翌日土曜日、もしくは日

曜日になるということで、急きょ CINGA や国際

交流委員会とも協議しまして、緊急性が高いもの

については時間外にも通訳を実施することにした

のです。ただし、相談受付についてはきりがなく

なるので、平日のみのままとしました。それから、

ゴールデンウィークについては、先ほどもお話し

たように 3 日間特別に実施しました。また、何し

ろ突貫工事だったものですから、開設した時点で

は相談票や集計方法について、ある程度はできて

いたのですがきちんと固まってなかったので、開

設後の状況を見て修正といった形にして、何度も

言いますけど非常に突貫工事的に開設にこぎ着け

たという状況でした。 

チラシについては、このように作成いたしまし

て、一番左にあるのが最初に作ったものです。こ

れはやさしい日本語とイラストで作りました。真

ん中と右側にあるのが両面で今ウェブサイト等に

掲載しているチラシで、これは 14 言語版を作成し

ております。 

 

開設しまして、やはり都内でこういうふうに外

国人の皆さんの電話相談を包括的に多言語で受け

られるというところがなかなかなかったものです

から、反響もかなり大きく、相談件数も開設当初

は 1 日に 100 件を超える電話がかかってきました

し、NHK の報道等でも取り上げられました。 
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経緯については今振り返ったところですが、

TOCOS を短期間で開設できた要因を 4 点挙げさ

せていただきます。まずは外国人支援団体の協力

です。東京都というのはやはり区市町村支援が主

な役割になってきますので、外国人の皆さんと直

接接するようなインターフェイスが少ないという

のが普段からの多文化共生部署の悩みでもあるの

ですが、今回は都内の支援団体の皆さんの協力で、

東京都自体が年度末の繁忙期とか人事異動と重な

って大変なところもあったのですが、効率的に課

題を集めることができました。第 2 に、CINGA さ

んとの連携で、実践的なノウハウや人材を導入す

ることができました。これは日頃からの信頼関係

のたまものだったと思います。また、第 3 に、短

期間で庁内の意思決定ができたということについ

ては、支援団体への聞き取り結果が出た 3 月末に

ちょうど東京都が次の緊急対策を策定していたと

いうタイミングが重なったことも幸いしまして、

数日間で方針策定から意思決定にこぎつけること

ができました。そして第 4 に、何と言っても早期

開設へのこだわりです。準備の作業量の多さや予

算確保の問題から開設を少し送らせてはどうだと

いう声もあったのですが、やはり一日でも早く対

処したいという気持ちから、当初予定よりも 3 日

早めて開設することにいたしました。先ほどもち

らっとお話しましたが、開設初日に非常に重い症

状の出ている外国人の方から相談が寄せられるな

ど、深刻な案件が相次いだことから、これは正し

い判断だったということが言えると思います。 

ここで、東京都として TOCOS 設置をした趣旨

についてあらためてお話ししたいと思います。ま

ず、都内の在住外国人をはじめとする外国にルー

ツを持つ方々の、新型コロナ感染症やそれに伴う

生活の不安を軽減することです。また、相談自体

についてできるだけの解決を行うことに加えて、

在住外国人に関する課題を把握し、東京都の多文

化共生施策や各局事業、国際交流委員会の事業に

反映することです。これは実際にやってみると、

やはり課題を引き取って取り組む中で、今までの

仕組み等の不備と言いますか、なかなか対応しき

れないところというのが次々明らかになってきま

した。そういったフィードバックを行っていくと

いうのが大きな趣旨というふうに考えております。

それと 3 つ目なのですが、報道等でもありますよ

うに、今回感染者の方々等に対応する保健所や医

療機関をはじめ、関係機関、非常に体制がひっ迫

しております。在住外国人に対して適切な情報提

供を行い、あるいは通訳機能でできるだけスムー

ズにつなぐことで、そうした現場で対応している

機関の対応の負担を軽減するというのも目的の一

つです。 

続いて、TOCOS の事業の特徴をご説明いたし

ます。まず一つ目ですが、得意分野に応じた東京

都と東京都国際交流委員会、CINGA の役割分担と

連携。東京都は大きい組織ですので、資金力と広

報力がありますし、国はじめ公的機関との連絡調

整ルートがあります。国際交流委員会は、都内の

国際交流協会や支援団体とのネットワークがござ

います。繰り返しお話しているとおり、CINGA に

は外国人相談や専門相談で培ったノウハウ、それ

から少数言語に関する相談員などの人材がありま

す。この三者が連携して取り組むという形を取る

ことで、幅広い対応ができるようになっていると

考えています。 

 

二つ目ですが、遠隔クラウド方式による実施で

す。これは後ほど亀井さんから説明があると思い
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ますが、密集回避、それから準備期間短縮のため

にもコーディネーター、相談員は遠隔で勤務し、

特定のコールセンターは設けておりません。相談

事例や引き継ぎ事項の共有もネットワーク上で実

施しております。 

それと三つ目は、14 言語による相談対応という

ことで、最初はやさしい日本語で聞き取りまして、

当該言語の相談員が対応します。 

つなぐ仕組みの工夫といたしましては、まず相

談員とコーディネーターのユニットがあります。

これは都や関係機関との調整をスムーズに行い、

相談員が電話に専念するために、コーディネータ

ーと相談員というふうに役割を分けまして、コー

ディネーター1 人と相談員 2~3 名で 1 ユニットを

組んで、電話に対応するという形をとっておりま

す。要は、相談員の方はあくまで相談者の方との

やりとりに専念する。それとあるいは、通訳業務

に専念します。コーディネーターの方は、その方々

と一緒にいろんな関係機関との調整を行っていく

ということです。1 日 80 件程度の相談を想定しま

して、3 ユニットでスタートいたしました。件数の

少ない少数言語の相談員につきましては、バック

アップ相談員という形をとりました。つまり電話

に最初に出る相談員については、電話がかかって

くるのが非常に多いだろうと予想された、たとえ

ば中国語やベトナム語の方を当てる。それ以外の

少数言語の相談員さんにつきましては、バックア

ップとして別途待機していただくという形をとり

ました。 

それと、つなぐ仕組みの二つ目ということで、

電話通訳等の実施です。つなぎ先の機関が多言語

化されていない、特に保健所などが多言語化され

ていないというのは、割と早い時期から指摘され

ていた問題であったと思います。それで、必要に

応じて、電話になりますけれども三者間通訳等を

実施するということで対応しております。先ほど

もお話したとおり、先方の事情によっては時間外

土日も対応しております。 

 

最後に、相談事例の集積およびアンケート調査

による課題把握です。今回相談をやってみて、そ

こで得られたものをフィードバックするというの

も大きな目的の一つと考えておりますので、相談

自体による随時の課題把握と並行して、在住外国

人の困りごとアンケートですとか、あるいは国際

交流委員会のネットワークを生かして、都内の国

際交流協会や外国人支援ネットワーク加盟団体に

対しても調査を実施いたしまして、事業等へのフ

ィードバックを図りたいと考えております。 

相談件数ですが、試行期間の 13 日間で受付件数

は 1,028 件に上りました。平均すると 1 日 100 件

は行かないのですが、開設当初は 100 件を超える

電話がかかってきたという状況です。言語別内訳

ですけれども、1,028 件のうち半分強について、い

わゆるやさしい日本語で対応しています。その後、

英語、中国語。英語は必ずしも英語ネイティブの

方に限らないですが、多いということです。ちょ

っと特徴的なのが、やはり最近、都内にネパール

国籍の方が急増しているということが反映してい

ると思うのですが、ネパール語が割合としてはか

なり多くを占めております。 

分野別の件数ですが、健康不安も多いのですが、

それ以上に経済困窮と企業経営に関するものが多

いです。このうち経済困窮、個人の経済困窮的な

ものが大体 350 件ぐらいで一番多くて、「自分は

10 万円の給付金がもらえるのでしょうか」という

話が非常に多いです。在留資格に関しましては、
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出国制限により帰国できません、健康不安に関し

ては、今熱何度あるのですがどうすればいいんで

しょうといったような話があります。企業経営系、

これは経済困窮もそうですけれども、経営してい

るけれども、今のご時世ですので収入が減ってい

ます、何か支援を受けられないかということで、

支援策を紹介するというようなことが結構あると

いうことです。 

 

そういった対応を行っている中で、運営から見

えた課題ということで 4 点挙げます。1 つは外国

人相談事業への理解や、周知を進める必要がある

ということです。TOCOS は通訳業務も行って、

色んなところにつないではいるのですが、そのこ

とがちょっと勘違いを生んでいるというところも

あって、一部の役所に外国人問題は何でも

TOCOS につなげばいいという勘違い、たとえば

区役所などから、その区役所の業務で解決しなけ

ればいけないことがあるのに窓口に来た人に

TOCOS にかけさせてしまい、結局 TOCOS の方

でそれは区じゃないと対応できませんということ

で、区から回されてきたものを区にリターンする

ということもあって、TOCOS はあくまでも課題

解決の方向性を示すということとつなぐという機

能ですので、できることできないことというのを

はっきりさせた上で、現場の方にも対応していた

だく必要があるのかなと。ここはよりきめ細かい

広報周知が必要ということで、言語を増やした新

しいチラシも作りましたし、ゴールデンウィーク

明けにウェブサイトを開設しまして、そこに取扱

説明の掲載もしております。 

それと 2 つ目は、東京都と東京都国際交流委員

会の処理能力、情報発信力です。都民生活部や国

際交流委員会としては初の相談事業でありまして、

新型コロナ対策、都庁も出勤はなるべく抑制して

いる状況でやっておりますので、その中で新しい

課題に取り組むというのは非常に大変なことであ

るというのが本音のところです。また、先ほど申

し上げましたけれども、ゴールデンウィーク明け

にウェブサイトができましたが、それまでは立ち

上げることができず、情報発信力の面では課題が

あるのかなと思います。今後 TOCOS を運営して

いく上でも、東京都国際交流委員会、それと今日

は詳しくは申しませんが、その後継として事業を

引き継ぐ新たな財団を東京都は立ち上げる予定で

すので、そこで行う相談事業の開始に向けても、

やはりこういった部分を踏まえて体制の強化をし

ていくのが不可欠だろうと考えております。 

それと 3 つ目、つなぎ先機関の外国人対応能力、

通訳の受入体制を初めとして、電話通訳センター

だけでは解決できない壁の存在というものがあり

ます。先ほど初日に重い症状が出ていて保健所、

それから病院につながなきゃいけない事例があっ

たと申し上げましたけれども、そのときにつなぐ

のに非常に苦労したんです。それは、病院側での

診断ですとか、検査における外国人対応の問題で、

たとえば電話通訳じゃなくて同行通訳を連れて来

てくださいというような病院が多いのですが、で

も感染症の問題になっているときに同行通訳とい

うのは難しいわけで、そこは電話通訳で何とかな

りませんでしょうか？ということで、調整で非常

に難航して、最終的には受け入れてもらったので

すけれども、やはりそういうつなぎ先の個別の機

関において、多文化共生・外国人支援の観点から

さまざまな対応をする力というのが高まっていか

ないと、なかなか厳しいのかなというところです。 

最後に 4 つ目として、新型コロナ感染症の影響
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というのはすでに長期化していると思うのですが、

これから経済的な面でますます深刻化することが

予測されます。その中でどのように支援策を充実

させていくのかというのは、やはりこの TOCOS

の相談や、また並行して行う調査で判明した状況、

課題をしっかり分析して施策に反映させていく必

要があると考えております。 

まとめです。TOCOS というのは、東京都の我々

都民生活部、東京都国際交流委員会にとって、初

めての外国人相談事業でありまして、首都圏の自

治体レベルとしても、おそらくこれぐらいの規模

のものを短期間で設けたというのは前例のない事

業ではないかと考えております。本事業において、

外国にルーツを持つ多くの人々を直接支援できる

ということにももちろん非常に大きな意味があり

ますし、また、実施を通じて得られる知見・経験と

いうのは何物にも代えがたい成果になるというこ

とで、今回の運営から見えた課題に対応していく

と共に、都内における今後の多文化共生施策の充

実に生かしていきます。今回は感染症という形で

したが、おそらく今回見えた課題というのは、こ

れから危機管理的なもの、たとえば震災ですとか、

また風水害、そういうものにも応用の利くものだ

と思いますので、そういった危機管理的な部分、

それから来年度には延期されたオリンピック・パ

ラリンピックが行われる予定でありますので、そ

こで日本に訪れる多くの外国人の方々への対応と

いったものも併せて、今後の施策の充実に生かし

ていくべきであろうと考えております。私からの

説明は以上になります。長くなりました。 

 

新居：村田さん、ありがとうございました。思い出

すと涙が出るぐらい大変だったなと思うので、ま

たこの辺りのことは、後半の質疑応答のところで

お話していただきたいと思います。それでは続き

まして、東京都国際交流委員会の事務局長の石綿

さんお願いします。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東京都国際交流委員会事務局長   石綿 晃 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

石綿：こんにちは。東京都国際交流委員会の石綿

でございます。今、東京都の村田さんの方から、今

回の TOCOS の取り組みについて詳しく説明があ

りましたが、特に私の方は三者協定における役割

のところで気付きがあったことなどをお話したい

と思います。 

これは三者協定でございますが、委員会は長く

運営されていますが、今まではお問合せというよ

うなことで、海外からも含めて若干入ってくるこ

とがありましたが、あくまでも相談業務というこ

とではなくやっていましたので、今回のような本

格的な相談業務に対して、携わるのは初めての経

験でございました。その中で、ちょうど 10 月を目

指して相談業務の構築化を図るということで、4月

からチームと言いますか、職員の増強もありまし

たので、ちょうど我々としては本当にいきなり実

践の場面にトレーニングをしないで、キャンプを

しないで、一軍の開幕戦に登場した選手というよ

うな感じで参加をさしていただきました。 

ただその中でも、たくさんの気付きがございま

した。1 つは一番難しいのが、先ほど TOCOS の

役割として、つなぐという言葉がたくさん出てき

たと思うのですが、やはりいろいろなご相談ごと

に対して、そこの場面だけで簡単に解決するもの

はほとんどありません。他の組織、もしくは支援

者につないでいく、そちらで解決する。もちろん

そこは行政であったり、民間であったり、あるい

は NPO と NGO とさまざまな組織がございます

ので、そういったところと結び付けていく、そち

らを紹介し、なおかつ TOCOS の場合は 14 言語

での対応ということで手厚くやっています。また

もう一つは、ときどき出てきたのが、これも皮肉

を言うわけでは全くなくて、私たちもすごく忘れ

ていたと言いますか、見逃していたことなのです
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が、先ほど TOCOS の 14 言語のチラシを作った

ということでお話がありましたが、今はいろいろ

なところで多文化共生外国人住民、もしくは来訪

者の方々に向けての配慮をいただいています。た

だその入口は多言語で対応していたり、外国語で

対応していたりということなのですが、よくある

のはその先お電話してくださいというところで、

その下に Japanese only というのがまさにあるの

です。やはりこれが一番今回のケースの TOCOS

を見ていても、つなぎ先が対応していない、それ

をカバーする仕組みをいち早く構築できたという

のが成果ではないかと思っています。ただこれは

一朝一夕にはできることではないのと、やりなが

ら、仕組みを考えながら変更していくというのか、

カスタマイズしていくという、この辺はさすがに

長年の経験がある CINGA さんの案が活きている

のではないかと思っています。 

それと、よく世の中では最近スピード感と言うの

ですが、今回は感ではなくて、まさにスピードを

持って対応したと思っています。ゼロの時点が 3

月の末の時点です。そして、先ほど言いましたよ

うに、キャンプの期間は 2 週間ちょっとしかなか

ったわけです。それで、もう 1 軍の試合が始まっ

たという、それを迎えられたというのは、東京都

も生活文化局だけではなく、都庁全体が連携を取

って協力体制を取られたのではないかなと思いま

す。多くは、福祉保健局であったり、産業労働局と

いった生活に密着した部署の方々が理解し協力を

してくれたので、こういう成果が上がっていくの

ではないかなと思っています。私どもの方も、先

ほど 10 月を目指して、相談業務の構築に取り組ん

でいるということを言いましたが、今回の

TOCOS の相談は、この本当に生の声を見せてい

ただいております。やはりそこを私どもなりに分

析をして、それを次のステップに活かしていきた

いと思っています。今までのお問合せということ

と違って、本当に緊急の問い合わせが多い、今回

の体験、経験その業務を通じて得るものは大きか

ったです。ぜひこれを活かして、都内の現実には

区市町村あるいは地域で活動している NPO、

NGOの皆さん方の活動がうまくいくように、その

方々が円滑に活動していけるように、そして、そ

の方々へうまく紹介しつなげていける、円滑にお

引渡しして、解決に結び付けていく、そういうル

ートを作っていく、そういう場面の本当にいい実

践の場ではないかなと思っております。これから

まだまだ勉強し、研究をしながら 10 月を迎えるの

でございますが、TOCOS については、私どもも

一緒になってこれからの運営に携わっていきたい

と思っております。簡単ではございますが、10 月

へ向けて私共も一生懸命準備をしていく中で、微

力ながら TOCOS の運営を一緒にやっていきたい

と思っております。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 

新居：石綿さん、ありがとうございました。東京都

と国際交流委員会と CINGA は、1 週間に 1 回必ず

会って、そして定例的なミーティングをすると同

時に、今から亀井さんのお話をいただくその相談

表等は随時共有しています。守秘義務を守った上

ですけれども、密接にやり方だけではなくて、対

応の相談員さん達の質みたいなところも含めて共

有していきたいと考えてやっております。それで

は続きましては、TOCOS の全体コーディネーター

の亀井玲子さんにお願いします。 

 

 


